
　１．はじめに

　自動車が人々に広く使われるようになって以来、

自動車とどうつきあうか、自動車交通をどのように

して処理するかが都市計画における大きな課題の一

つとなった。

　自動車を処理するための方策の中には、馬車の時

代に考案されたものもあるが、自動車の走行速度は

馬車よりも速く、交通量も馬車を大きく上回るよう

になったため、自動車に対応するための処理方法が

考えられるようになった。米国ではＴ型フォードの

発売によって自動車時代が本格化し、欧州諸国では

これよりやや遅れて自動車時代が訪れた。一方、わ

が国では自動車が本格的に普及するのは第二次大戦

後のこととなる。このような各国の自動車の発展の

違いから、当初は斬新なアイデアが米国で生まれた。

ペリーの近隣住区論１）、スタインおよびライトに

よるラドバーン方式２）がそれである（２－１、１）を参

照）。
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　自動車がはば広く使われるようになって以来、住宅地の道路における安全性の確保は都

市計画における重要な課題の一つとなった。住宅地の道路から通過交通を排除することは、

かなり初期の段階から目標の一つとして掲げられており、さまざまな方策がとられてきた。

ブキャナンレポートではこれに加えて居住環境を改善することがもう一つの大きな目標と

なった。本論文では、居住地域における道路の安全性の問題を歴史的にレビューし、ブキ

ャナンレポートに加えて、ボンエルフ、交通静穏化、面的な速度抑制について述べる。カ

ーナビゲーションの普及は居住地域への通過交通の進入を助長するおそれがあり、交通安

全の面では必ずしも望ましい結果をもたらさない可能性がある。最後に、住宅地域の道路

における安全性確保のための方策に言及する。

Road Safety in Residential Areas in Relation
to Vehicle Navigation

Harutoshi YAMADA＊

　Road safety in residential areas has been one of the most important objectives in 
urban planning since the wide-spread use of automobiles. Elimination of through traffic 
has been pursued since the early stage. The Buchannan Report published in 1963, 
probably one of the most influential reports in this area, stated that there is only one 
principle whereby the problems of the environment and accessibility can be sorted out, 
namely hierarchical structure of a road network and environmental areas. In this paper, 
road safety improvement in residential areas will be historically reviewed and Wooner-
ven in the Netherlands, and traffic calming will be mentioned. It is pointed out that the 
dissemination of vehicle navigation system may help through traffic to run into residen-
tial areas and thus cause safety problems. Finally, measures to improve safety in 
residential areas will be summarized.

　＊ 国土交通省国土技術政策総合研究所高度情報化研究
　センター長
　Ｄｉｒｅｃｔｏｒ， Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｃｅｎｔｅｒ ｆｏｒ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ 
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ， Ｍｉｎｉｓｔｒｙ ｏｆ Ｌａｎｄ， Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ
　原稿受理　２０００年９月１３日

２７５



　これに対して、第二次大戦後自動車に対処するた

めのアイデアの多くがヨーロッパにおいて考案され

た。たとえば１９６３年に英国で出されたブキャナン・

レポート３）によって呈示された道路の段階構成＊１お

よび居住環境地域の考え方は、その後の都市計画・

道路計画に大きな影響を与えた。さらに、オランダ

で始まったボンエルフはドイツにおいて発展し、交

通静穏化へとつながった。交通静穏化は、自動車の

走行速度を抑制することによって、道路の安全性を

向上させ、さらに環境を改善することを目的として

おり、多くの国々において用いられている。わが国

のコミュニティ・ゾーンも交通静穏化の一つの変種

と見なすことができる。

　本論文では、以上のような自動車交通へのとりく

みを歴史的にレビューし、最後に結論をかねて住宅

地域の道路における安全性確保のための方策をとり

まとめる。

　２．歩行者系道路の歴史

　本節では、自動車の出現以来の歩行者系道路の歴

史を

・歩行者と自動車の分離

・道路の機能分類

の観点から取りまとめる４，５）。ただし、必ずしも居

住地域に対象を限定しない。

　２－１　歩行者と自動車の分離

　近代における歩行者と自動車の分離＊２の事例は公

園に見出すことができ、１８４４年に設計された英国リ

バプール郊外のベーケンヘッド公園におけるものが

最初である６）。歩車の分離は、オルムステッドと

ヴォーによって設計されたニューヨークのセントラ

ルパークにおいてさらに徹底した形で用いられた。

セントラルパークでは、公園を横断する４本の道路

と、歩道、馬車道および乗馬用の道が設けられ、こ

れらが原則として立体交差していた６，７）。Ｇａｒｖｉｎ８）

によれば、このように多様な道路が設けられたのは、

公園を利用する人々がさまざまな手段でやってきて

も、セントラルパークを楽しめるようにするためで

あった。

　公園で用いられた歩者分離方式は、住宅地にとり

入れられた。英国で１８８８年に建設されたポート・サ

ンライトでは、歩行者専用道路を用いて部分的に歩

車を分離した宅地開発が行われた。これは英国にお

いて歩者を分離した最初の宅地開発であり、ベーケ

ンヘッド公園の影響を受けていると指摘されてい

る９）。

　また住宅地域において通過交通を排除するための

道路形態の一つである袋路（クルドサック）は、

１８９１年にオルムステッドが設計したバルチモアのロ

ーランドパークにおいて用いられた１０）他、１９０４年

に田園都市レッチワースの設計競技で最優秀案とな

ったプランでも提案され、ハムステッド田園郊外で

広く用いられた１１）。

１）ラドバーン方式

　１９２８年に米国でスタインとライトによってニュー

ジャージー州ラドバーンの設計が始められた。ラド

バーンでは、スーパーブロックが採用され、ブロッ

ク内からは通過交通が排除された。ラドバーンの重

要な特徴は、歩行者用道路と自動車用道路が分離さ

れ、この両者が地下歩道により立体交差していたこ

とである。これは安全性の向上を目的としており、

セントラルパークで採用された方式にならったもの

である８）。ブロック内には広い緑地が設けられ、

これらの緑地につながる歩行者用道路によって学校、

公園等にアクセスすることができた。各住宅は正面

を歩行者専用道路に向け、自動車は住宅の背後から

袋路あるいはループ状の道路によって住戸にアクセ
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　＊１　後に述べるように、段階構成のアイデア自体はブキャナ
ン・レポート以前から存在していた。

　＊２　ここで分離といっているのは、歩道を用いた分離ではな
く、歩行者専用道路に相当するもののことである。

Ａ　ショッピング・センター　Ｂ　集合住宅群 
Ｃ　学校　Ｄ　公園 

Fig. 1　ラドバーン方式１５）



スするようになっていた（Fig. 1）。

　Ｇａｒｖｉｎ８）によれば、オルムステッドが引退した

１８９５年には米国にはわずか５台の自動車しかなかっ

たのに対して、１９２８年には自動車の数は２，１３０万台

に増えていた＊３。この間に自動車は生活を変え、地

価の安い地域へアクセスすることを可能にしていた。

しかしながら住宅のデザインはオルムステッドの時

代とほとんど変わっていなかった。ラドバーンはオ

ルムステッド流のデザインを離れ、自動車時代に対

応したデザインを生み出した。

　ラドバーンのもう一つの重要な特徴はスーパーブ

ロックであり、ペリーの「近隣住区論」１）の影響を

強く受けている。近隣住区の原理は、小学校が一つ

運営できるだけの人口を有し、幹線道路によって囲

まれた住区、住区に住む人々にサービスを提供する

商店の周辺部への配置＊４、小学校、公共施設、オー

プンスペース等の住区中央部への配置などである８）。

これによって人々は日常の生活において幹線道路を

横断する必要がなくなり、また幹線道路によってコ

ミュニティが分断されるという問題が解決できる＊５。

　ラドバーンでは、最初の２０年間にわずか２件の死

亡事故しか起きなかった８）。これらの事故はいず

れも住区の周囲の幹線道路で起きたものである。ラ

ドバーン方式はこのように大きな成功をおさめたに

も拘らず、完成後１０年の間他の住宅地ではそれほど

採用されなかった。ヨーロッパでラドバーン方式が

広く用いられるようになるのは第二次大戦後の英国

のニュータウンにおいてである。なお、初期のニュ

ータウンにおいては袋路も多く用いられた１４）。袋

路からは通過交通が排除され、静かで落ち着いた環

境が作り出された。

２）路面共有アクセス道路、

　ラドバーンでは住戸密度が７戸／エーカー（約１７

戸／ｈａ）と低く、このことがラドバーン方式の成功

に寄与した。しかしながら住戸密度が高くなると、

自動車が利用する袋路および駐車スペースがかなり

の面積を占めるようになり、歩行者用道路と自動車

用道路の２系統の道路を作るだけの土地の余裕がな

くなってしまった１４）。たとえば、ラドバーン方式

を全面的に採用した英国のニュータウンの一つバジ

ルドンのレインドンイースト地区では、住戸密度は

１７戸／エーカー（約４２戸／ｈａ）であった。しかも自

動車は急速に普及すると予想されており、駐車スペ

ースに必要な面積も増加していた。さらに、人々が

自動車のための空間である袋路で遊んだり、そこを

歩いたりしないという保証はなかった。また、ラド

バーン方式では家のすぐ前に車をつけることができ

なかった。

　これらの問題を解決するために開発されたのが

「路面共有アクセス道路（ｓｈａｒｅｄ ａｃｃｅｓｓ）」である。

路面共有アクセス道路は１９６６年に設計されたランコ

ーンのザ・ブラウ地区ではじめて用いられた。アク

セス道路の形態は袋路を基本とし、各袋路の終端部

には６戸程度の住戸が配置されており，住戸密度は

１５戸／エーカー（約３７戸／ｈａ）であった。

　路面共有アクセス道路には縁石がなく、歩車道は

区別されていない。自動車の走行速度を低下させる

ために、狭い道路幅員、小さな曲線半径、短い見通

し距離等がとり入れられた。自動車は路面共有アク

セス道路を通って住戸の正面までアクセスすること

ができる（Fig. 2）。

　路面共有アクセス路道の重要な特徴は、歩行者と

自動車を共存させるために、自動車の速度を低下さ

せるという方策がとられたことである。しかも規制
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　＊３　こうした自動車の急増は、安全面でも問題を引き起こし
た。エノー１２）によれば、１９２３年には米国で交通事故に
より２２，６２１人が死亡し、６７万８千人が負傷した。

　＊４　これは、自動車が住区内に入りこまないようにするため
の工夫である。なお、商店には自動車でも徒歩でもアク
セスできた。

　＊５　道路交通がコミュニティに与える影響については、参考
文献１３）を参照。

Fig.2　路面共有アクセス道路１４）



標識に頼るのではなく、道路設計によって速度を低

下させようとした点が画期的である。

　このように、住宅地では、歩行者と自動車とを完

全に分離するラドバーン方式から、歩車の共存をは

かった路面共有アクセス道路へと推移してきた。た

だし路面共有アクセス道路が適用されるのは住戸の

数が少ない場合であり（現在の英国の指針１６）では

３２５戸）、しかもそこで自動車を利用するのはほぼ

そこに住んでいる人々に限られている点に注意する

必要がある。

　２－２　道路の機能分類

１）バウマイスター

　道路の機能分類は通過交通を市街地から排除し、

街路の幅員を交通量に応じて決定すべきことを主張

したバウマイスターにまでさかのぼることができ

る９）。バウマイスターは、１８７６年に出版した著書

の中で、良い街路網は幹線街路と補助街路から構成

されるべきだとした。幹線街路はあらゆる種類の交

通をさばく一方で、補助街路では沿道に居住する人

々の交通のみが許される。

２）Ａ．トリップ

　ロンドン警視庁の副総監を勤めていたトリップ卿

は１９３８年に「道路交通とその管理」１７）を著し、１９４２

年にはこれに修正を加え「都市計画と道路交通」１８）

と題して出版した。この著書の中で、トリップはロ

ンドン圏での事故を分析し、事故のおおよそ２％に

ついては主要な原因を道路の欠陥に帰すことができ

るが、約５０％の事故は歩行者あるいは自転車利用者

に原因がある、という結論を導いた。トリップは、

歩行者、自転車、自動車、馬車等が混在して道路を

利用する方法を改め、これらを分離する必要性を指

摘し、道路の段階構成と歩行者専用地区（ｐｒｅｃｉｎｃｔｓ）

を提案した１４）。

　トリップによる道路の分類は次のとおりである。

　　幹線道路：自動車交通だけが利用する専用道路

　　準幹線道路：すべての交通が利用するが、自動

車交通が支配的な道路

　　地区道路：住居、商店、その他の敷地にアクセ

スする道路

　幹線道路と準幹線道路では沿道へのアクセスは制

限される。一方、地区道路では歩行者を優先し、通

過交通を排除し、さらに自動車に高速走行をさせな

いようにする。トリップは、自動車の速度を低下さ

せれば死傷者の数が減ることを指摘し、歩行者や自

転車利用者の数が多いところでは自動車の速度を低

下させるべきだと述べている１８）。これは、今日の

交通静穏化につながる考え方である。

　トリップの提案は、その後の道路計画に大きな影

響を与えた。その一つに、英国運輸省から１９４６年に

出された「市街地における道路のデザインとレイア

ウト」１９）と題する指針がある。この指針では、交通

手段の分離、歩行者区域の設置等がとり上げられて

いる。

３）ブキャナン・レポート

　１９６３年に英国で「都市の自動車交通」３）（Ｔｒａｆｆｉｃ 

ｉｎ Ｔｏｗｎｓ）と題されたレポートが出版された。これ

はＣ．ブキャナンを長とする８名のグループがとり

まとめたものである。ブキャナン・レポートの包括

的な分析を行うことは，本論の範囲を越えているの

で、ここではブキャナン卿自身がレポートの出版後

２０年たった１９８３年に著した論文２０）をもとにして、

自動車交通の抑制の観点からレポートの意義と影響

をまとめる。

　ブキャナン・レポートは、「自動車は有用な発明

であり、予見しうる将来に移動の道具としてこれに

かわるものは出現しない」という前提に立っている。

しかしながら、都市地域では自動車交通のための空

間を確保することは難しく、しかも既存市街地では

次のような問題が生じていることを指摘した。

　○ 自動車が提供する大きな利便性である戸口から戸

口へのアクセスビリティが損なわれていること。

　○ 一方で、生活のための環境が破壊されており、（特

に歩行者に対する）危険性、騒音、汚染、振動、

景観の阻害が引き起こされていること。

　ブキャナン・レポートでは、環境およびアクセス

ビリティの二つの問題を解決するために、「都市の

内部を段階的に構成し、環境に対する配慮が自動車

の動きおよび駐車に優先する地域（居住環境地域）

を作る」ことを提案した（Fig. 3）。居住環境地域のア

イデアは、前節で紹介したトリップの歩行者専用地

区の影響を受けている。

　ブキャナン・レポートは，

①自動車交通が発達すれば、環境悪化がもたらされ

ること。したがって、居住地域では環境地域を設

けて環境を守る必要があること。

②大都市（特に、高密に開発された地域）では、自

動車交通の増加に対応することは困難であり、自

動車交通を抑制することが現実的な政策となるこ

と２０）。

を明らかにした。レポートの出版当時「道路の交通
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渋滞の原因は、容量以上に自動車が流れているため

であり、渋滞の解決策は道路を拡幅することである」

と広く信じられていたことからすれば、上記②は画

期的な指摘であった。ブキャナンの提唱した方法に

よって、居住地域の交通事故は周辺道路での交通事

故の増加以上に減少し、全体としてみれば安全面で

効果があったと評価されている２１）。

　しかしながら、ブキャナン・レポートに示された

考え方に対して、以下のような批判がなされた。

①通過交通の排除のために、道路の遮断、一方通行

等の手段が考えられているが、こうした手段をと

ると、環境地域内の住民も回り道を強いられ、燃

料消費量、大気汚染が増加する。また、道路の遮

断、一方通行により、居住環境地域内へのアクセ

スが不便になる。

②通過交通の排除に重点がおかれている一方で、居

　住環境地域内部での地区交通の影響が考慮されて

　いない。環境地域内部では、通過交通が排除され

　交通量が減少するため、走行速度が上昇し安全性

　が低下する虞がある２２）。

③通過交通の受け皿となる道路が存在しない場合に

は適用が困難である。また、受け皿となる道路が

存在している場合でも、通過交通の転換によって

幹線道路の環境が悪化する可能性がある。

　これらの問題の解決策は、交通静穏化によって与

えられた。

　３．交通静穏化

　１９７０年代の初めにオランダでボンエルフ（Ｗｏｏｎ-

ｅｒｆ：「生活の庭」の意味＊６）が生まれた２３，２４）。ボ

ンエルフは、歩道と車道の区別をなくすことによっ

て、歩行者と自動車を共存させ、安全性の向上と環

境の改善を図った。ボンエルフでは、自動車はゆっ

くりと歩く速度で走行し、歩行者に対して優先権を

もたない。自動車の走行速度を低下させるために、

ハンプ、シケイン、狭窄等の物理的な抑制手段が用

いられた。当然のことながら、自動車の走行速度の

低下によって、通過交通は当該道路の走行を思いと

どまるようになる。

　ボンエルフの歩者共存の考え方は従来の歩者分離

の原則に代わるものであり、大きな影響を与えた。

ヨーロッパ各国でこの考え方がとり入れられただけ

ではなく、わが国でもコミュニティ道路が作られる

ようになった。

　しかしながら、ボンエルフには次のような問題が

あった。

　○ 歩道と車道の区別をなくすためには道路の改修が

必要な上に、上質の舗装材料を用い、植栽を行っ

たため、多額の費用がかかった２１）。

　○ 自動車交通量がもともと少ない街路を対象に、地

区内の自動車利用を極端に不便にしない範囲で適

用街路が選択されていたため、適用できる道路の

範囲が狭かった２５）。

　さらに、オランダのアイントホーフェンとライス

バイクで実施されたボンエルフの面的導入実験での

住民アンケートによると、「歩行環境がかえって悪

化した」「導入前より子どもや老人の歩行者にとっ

て危険になった」といった評価がなされ２６）、住民

はボンエルフに対して安全性が向上したという肯定

的な評価を与えなかった２７）。

　このため１９８０年代には面的な地域を対象とした交

通静穏化が主流となった。こうした面的な静穏化で

は、特定の事故多発地点だけではなく居住地域で散

発的に発生している事故を削減することが目標の一

つとなっており、道路の改修が部分的なもので済む

ため整備に要する費用も安かった。面的な速度抑制

方策では、走行速度を３０ｋｍ／ｈ以下（英国では２０

Ｓｅｐ.，２００１ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．２６，Ｎｏ．４ （　）５３

カーナビゲーションと住民の安全性への配慮 ２７９

　＊６　ボンエルフという名前の起源は次のとおり。１９６３年に
Ｅｍｍｅｎ大学の都市計画科の教授であったＮｉｅｋ Ｄｅ Ｂｏｅｒ
が、Ｅｍｍｅｎニュータウンに対して助言するために、子
どもたちの遊びと自動車利用との共存を可能にする街路
デザインの研究を行い、運転者が自分自身の庭を運転し
ているかのように感じる袋路をデザインし、これをボン
エルフと名付けたのが最初である９）。

幹線分散路　　　　地区分散路 
局地分散路　　　　居住環境地域境界線 

Fig.3　道路の段階構成と居住環境地域３）



ｍｐｈ以下）に抑制することが目標とされた。規制標

識のみでは自動車の走行速度を抑制できないことが

明らかになったため２８，２９）、ハンプ、シケイン、狭

窄などの物理的手段によって走行速度の抑制が行わ

れることとなった（Fig. 4）。また、路面共有アクセ

ス道路において速度抑制のために用いられた短い見

通し距離のような方策は用いられない。これは見通

し距離の低下が事故をひきおこす可能性があるから

である。

　ハンプ、シケイン、狭窄などの手段による速度抑

制の場合には、ブキャナン・レポートで提案された

遮断、一方通行とは異なり、迂回距離が長くなり、

アクセスが不便になるといった問題は生じない（Fig. 

5）。もっとも、自動車が走行するさいの車体への衝

撃を少なくする一方で、速度抑制効果の高い手段・

形状を用いる必要があり、各国でさまざまな実験が

行われた。

　交通静穏化は、わが国でもコミュニティ・ゾーン

としてとり入れられており、整備のためのマニュア

ルが作られている３０，３１）。

　４．英国の交通安全戦略

　英国は先進国の中ではスウェーデンと並んで交通

の安全性の高い国であり、意欲的な交通安全戦略が

とられている。本節では、英国の交通安全戦略を簡

単に紹介する。

　英国では１９８７年に、１９８１～１９８５年の平均値に対し

て、２０００年までに交通事故による死傷者の数を１／

３減少させるという目標が設定された３３）。この目

標は超過達成され、死者数は３９％減少し、重傷者数

は４５％減少した３４）。英国は、欧州さらには世界に

おいてもっとも安全な国の一つとなった。この減少

の要因として、

・車体のデザインの改良

・飲酒運転に対する姿勢の著しい変化

・シートベルトの法制化

等があげられている３４）。

　この目標の達成を受けて、２０１０年までに１９９４～

１９９８年の平均値をベースにした以下の目標が新たに

策定されている３４）。

・交通事故による死亡・負傷者数を４０％減少させる。

・特に、交通事故による子どもの死亡・負傷者数を

５０％減少させる。

・１億走行台キロ当りの軽傷者数を１０％減少させる。

　英国では、子どもの歩行者の事故が他の欧州諸国

と比べて多いため、子どもの死亡・負傷者数の減少

国際交通安全学会誌　Ｖｏｌ．２６，Ｎｏ．４ 平成１３年９月（　）５４

山田晴利２８０

Fig.5　道路の遮断・一方通行等と交通静穏化の違い３２）

ａ．ハンプ（ロンドン、英国）

ｂ．シケイン（ケルン、ドイツ）

ｃ．狭窄（レッチワース、英国）

Fig.4　速度抑制のための手段



目標が５０％と高く設定されている。

　英国の新しい交通安全戦略において重視されてい

るのは速度管理であり、運転者に対し「規制速度は

良好な条件下で安全に走れる最高の速度である」こ

とを知らせること、国全体として整合がとれ、道路

利用者のニーズを可能な限り反映した適切な規制速

度の値を設定すること、道路の機能・安全性にもと

づいて道路の新しい段階構造を作ること、などが提

案されている。さらに長期的な課題として、規制速

度に対応したスピードリミッターを開発することが

掲げられている３５）。

　英国では、環状道路Ｍ２５の南西部の四分円弧の区

間（延長約２２ｋｍ）で速度違反の取締りを強化し、車

両の走行速度を制御する実験が行われた３６）。この

実験は、事故の減少、運転の快適性の向上、さらに

は交通流が不安定になるのを防ぐことによって交通

処理能力を増加させることを目的としている。

　さらに、高度道路交通システム（ＩＴＳ）の技術を

用いて、道路区間あるいは地域ごとに設定された規

制速度以上の速度での走行を抑止するための実験が

オランダ３７）、スウェーデン３８）などで行われている。

　こうした速度抑制方法が開発されているのは、ハ

ンプ、シケインなどと違い走行時に車体への衝撃が

なく、確実に速度を低下させることができるからで

ある。しかしながら、実用化にあたっては、運転す

る人々がこうしたシステムを受け容れてくれるかど

うかを慎重に検討する必要がある。

　５．おわりに

　以上急ぎ足ではあるが、都市の居住地域における

道路の安全性について歴史的な展開をレビューした。

都市の居住地域における安全性を確保する上で基本

的なことは、居住地域の道路が単なる通路ではなく、

人々の生活の場でもあるという認識である。このた

め、道路から通過交通を排除し、道路を走行する自

動車の速度を抑制することが重要な目標となってい

る。速度を抑制すれば、通過交通は住区内への進入

を思いとどまることになる。しかしながら速度の抑

制では、通過交通だけではなく地区の住民の車両も

対象となっている。速度の抑制は安全性の向上だけ

ではなく、居住環境の改善にも大きく寄与し、コミ

ュニティの維持に役立つ。

　ここ３０年間の交通静穏化の経験によって、規制速

度の引き下げだけでは速度の抑制を達成することが

できないことがわかり、車両の速度を抑制するため

のさまざまな手段が開発され、効果的に利用される

ようになってきた。ただしわが国では、欧米諸国と

比べて幅員の狭い道路が多く、こうした道路におい

て効果的に速度を抑制するための手段の開発がまた

れる。

　最後に本号の特集テーマであるカーナビゲーショ

ンについて付言しておく。以上述べたことからわか

るように、幹線道路の渋滞を避けるため、あるいは

近道をするために通過交通が居住地域内に進入する

ことは、安全性、環境等の面から見て決して望まし

いことではない。これまでも通過交通の進入を防ぐ

ための方策が講じられてきたが，決して十分とはい

えなかった。最近になってようやく交通静穏化手段

の一つであるコミュニティ・ゾーンが整備されるよ

うになり、通過交通の進入に対抗できる手段がとら

れつつある。とはいえ、コミュニティ・ゾーンの整

備は緒についたばかりで、すべての居住地域におい

て通過交通の進入に対して効果的な対策が講じられ

ているわけではない。運転者の方々にはこうした点

を十分に理解していただけるよう切に望む。

　さらに、ナビゲーション・システムにおいても、

交通安全の面で問題を生じるおそれのある居住地域

内の道路が経路として選択されないようにする、や

むをえず居住地域内の道路を経路として呈示する場

合には、運転者に対して安全性への配慮を促すよう

注意を喚起するといった配慮がほしい。
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